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～ 活動の始動と現状 ～



法教育に関する学校アンケート



1. 貴校では「法教育」実施の対策を講じていますか。



3‐1 法教育の対策を講じていない理由はなんですか。
(複数可)



3-2. 今後，法教育の対策を講じることを検討しますか。



2-2.法曹関係者と連携ないし協力依頼をしていますか。
(複数可)

いいえ (5校)



４. 法教育授業実施につき，法曹関係者との
連携ないし協力は必要だと思いますか。



5.法曹関係者との連携ないし協力体制を持つとき,費用が発生する
としたら，その費用を貴校で負担できますか。

費用が発生しても，連携・協力を求めていきたい。
（１３校）



例えば弁護士の派遣授業の１コマあたりにつき，
負担できる費用の上限は幾ら位までですか。



法教育に関する弁護士会アンケート



１．現在，弁護士会として法教育活動を行っていますか。

1-1.法教育活動に特化した専門委員会はありますか。



Ⅱ 法教育活動の具体的態様

１．貴会が具体的活動として行っているものはなんですか。

裁判傍聴



特別な場所（法廷等）に誘致しての模擬裁判

小学生対象

中学生対象

高校生対象

その他対象 （１）



学校への出張授業

小学生対象

中学生対象

高校生対象



3. 貴会で行う法教育活動は，有料ですか，無料ですか。

3-1.対象の学校への費用請求について



3-2. 担当弁護士へ実費支払い，報酬等について

3-2-1.弁護士への実費分，報酬等を支払っている場合の原資は。



リーガルパークの活動目的と指針

目標を標語的に表せば

活動指針

１ 法教育の担い手の人材養成

２ 財政的基盤の確立

「私民」から「市民」へ


